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議案第１４号 

小田原市防災会議条例の一部を改正する条例 

小田原市防災会議条例（昭和３７年小田原市条例第３９号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１号中「小田原市の地域防災計画」を「小田原市地域防災計画」に改め、同

条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、同条第３号中「前号」を「前２号」に、

「重要事項」を「事項」に改め、同号を同条第４号とし、同条中第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 小田原市水防計画を審議すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（小田原市水防協議会条例の廃止） 

２ 小田原市水防協議会条例（昭和５７年小田原市条例第３２号）は、廃止する。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

（理由） 

これまで小田原市水防協議会が行ってきた水防計画の審議に関する事務を小田原市防

災会議において行うこととするため提案するものであります。 


